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今日の富士山



今週の田畑の育ち



今週の田畑の育ち（滋賀県守山市付近）



車窓：瀬田川・瀬田の唐橋



大阪・天満天神繁昌亭



世界から
日本の労働基準をみる

今週のテーマ



テキスト

森岡孝二編著
『格差社会の構造
　　－グローバル資本主義の断層』
　　　桜井書店、２００７年９月刊

第４章　ディーセントワークと日本の労働基準



ＩＬＯ：国際労働機関
International Labour Organization
１９１９年、第一次世界大戦の惨禍と
ロシア社会主義革命の影響を受けて、
世界の労働者の生活と職場に
社会正義をともなった繁栄をもたらしうるような
平和と安定の社会的な枠組み、
すなわち国際的な労働基準を構築することを
目的として創設された。







労働基準とは：

使用者による一方的な労働条件の決定に対する
公的な規制措置：　

日本では
労働基準法：
労働契約、雇用、賃金、労働時間などの
労働条件の最低基準



ＩＬＯの活動：

ＩＬＯ第１号条約
「工業的企業は労働時間を、
１日８時間かつ週４８時間に制限する条約」

団結権、労使関係、賃金、休暇、差別、安全衛生

各国政府と企業に勧告・提言

１９４４年：ＩＬＯ憲章：　正義と人道、世界の恒久
平和の立場から、労働条件の改善

１９６９年：創立５０周年にノーベル平和賞授与



グローバル化による雇用・労働の変化

グローバル化によって
資本主義経済の労働政策「完全雇用」
という目標の理念が崩壊し、
「雇用流動化」がキーワードとなった



新しい国際的労働基準へ：

１９８０―９０年代のグローバル化の急速な進展
国民経済への規制と調停では限界

人間生活の不安定と雇用・労働の問題が
世界の共通認識となってきた。

ＩＬＯ：新しい国際的労働基準の提言の必要性



ディーセントワークを提案：

１９９９年のＩＬＯ総会

今日のグローバル化した経済において
国際労働基準は、
グローバル経済の成長が
すべての人に利益をもたらすことを
国際的に確保するための基本的要素に
なっている

「ディーセントワーク」を提案





ディーセントワーク Decent Work
Decent ：
（服装が）かなり立派な、見苦しくない、世間並み
上品な、礼儀正しい　
恥ずかしくない
Very good の控えめ表現

ディーセントワーク　：「人間らしい仕事」　ＩＬＯ



ディーセントワークとは：

「まともで人間的な仕事」であり、
労働者の「権利が保護され、十分な収入を
生み出し、適切な社会的保護が供与される
生産的な仕事」であり、
グローバル化された世界で、
「世界中の政治および実業界の指導者たち
に突きつけられている世界的な要求」であり、
グローバルゴールである



ディーセントワークの内容：

１．結社の自由および団体交渉権の効果的
　　な承認

２．あらゆる形態の強制労働の禁止

３．児童労働の実効的な廃止

４．雇用および職業における差別の排除



ディーセントワークの戦略目標：

１．労働における基本的原則と権利

２．男女が雇用と収入を確保できるより多くの
　　機会の創出

３．社会保護の問題

４．社会的対話と三者構成主義の問題



ディーセントワークの課題：

１．人権と労働の基本的原則と
　　権利の統一のための運動

２．雇用と収入：人間らしい生活水準
　　成長が雇用増ではなく、生産性水準の上昇に
　　のみ反映されることに懸念

３．社会保護と社会保障の強化
　　国家の責任：「官から民へ」の見直し

４．社会的対話の強化
　　市民社会、ＮＧＯとの連携



ＩＬＯ後進国　日本

ＩＬＯの創生期から主要構成国として加盟

１９４０年に脱退扱い（国際連盟脱退１９３３年）

戦後、国連加盟より早い１９５１年に復帰

ＩＬＯ活動には消極的



パートタイム労働条約（１７５号条約）

ＩＬＯ１９９４年採択：
パート労働者を賃金その他の労働条件で差別
することを禁じた。

イギリス：法律で、パート労働者とフルタイム労
働者の賃金は同一労働同一賃金という原則

日本：このＩＬＯ条約を批准していない



労働時間に関する条約は未批准：

１号条約（８時間・４８時間条約）をはじめ、
労働時間にかんする条約は
すべて批准していない

１号条約（一日８時間・週４８時間制）
４７号（週４０時間制）



未批准条約：

1号条約（一日8時間・週48時間制）
47号（週40時間制）
132号（年次有給休暇）
140号（有給教育休暇）

などの労働時間・休暇関係の条約。



未批准条約：

1998年のILO新宣言（「労働における基本
的原則及び権利に関するILO宣言」）で「最
優先条約」とされた8条約のうち、
105号（強制労働の廃止）
111号（雇用及び職業における差別待遇）

の二条約。



未批准条約：

その他
94号（公契約における労働条項）
148号（作業環境）
151号（公務労働者）
155号（労働安全衛生）
158号（使用者の発意による雇用の終了）、
171号（夜業）
173号（労働者債権の保護）
175号（パートタイム労働）
177号（在宅形態の労働）
183号（母性保護）など。



日本での団結権：

労働基準の第一、結社の自由と団体交渉権

日本国憲法第２８条
「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の
団体行動する権利は、これを保障する」

団結権：使用者によって団結権が阻害され、
　　　　　交渉拒否が行なわれている



日本へのＩＬＯ勧告：

国家・地方公務員：ストライキ権剥奪

警官・消防団員：団結権なし

ＩＬＯ：
日本の公務員にストライキ権を含む
労働基本権を付与する勧告：
３回（０２年、０３年、０６年、）

教員：教育労働者の権利を守るように勧告



国際枠組み協約：

ディーセントワークを中心とする
企業と労働組合の協約

ヨーロッパで９０年代以降広がる

日本では１社も締結した企業はない



ディーセントワークと若者の雇用：
　　　　ＩＬＯ：第９３回総会報告書（２００５年）

１）若者支援の雇用戦略は若者への投資であり、
　若者がディーセントワークにつくことは、経済機
　構全体に相乗効果をもたらし、消費者需要を高
　めさらには税収入の増加をもたらす

２）若者の初期におけるキャリア発達の成功は、　
　社会的サービスの必要性を大幅に減少させる　
　のみでなく、雇用の成功は、若者の経済的自立
　を促し、家族の形成など重要な社会的人間発達
　に資するし、少子化対策など社会への積極的な
　貢献となる。



ディーセントワークと若者の雇用：
　　　　ＩＬＯ：第９３回総会報告書（２００５年）

３）雇用への移行に時間がかかることは他の移行
　　にも影響を及ぼし、人生その後の人間発達を
　　妨げる。

４）若者の失業と不完全雇用は社会に重いコスト
　　をもたらし、他のエンプロイアビリティや所得、
　　良質の仕事へのアクセスを恒久的に損なうこ　
　　とになる。



企業の社会的責任：

ＣＳＲ：Corporate Social Resposibilities: 
企業の本業にとって直接生じる社会的責任

調査企業の８割でＣＳＲに取り組み

取り組み重視の順序：
　１）顧客・消費者
　２）社会
　３）株主
　４）社員

　　　※社員が４番目





ＣＳＲと労働基準：

ＣＳＲに
労働雇用に関する規定を盛り込むことが含まれる
という認識が薄い、

企業倫理基準に
ＩＬＯの主張するディーセントワークが
含まれているものは少ない



企業の労働者保護に対する社会的責任：

企業は一定の利益を獲得することを
公に認められている社会的存在であり、
その限りにおいても
ＩＬＯの定めた国際的労働基準すなわち
ディーセントワークにもとづいた労働者保護
という社会的責任を負うべき存在である。



新たな労働運動：

市民運動や地域運動などとの協同した
新しい労働組合運動の発展：
フランス２００６年春の初期雇用契約の反対運動、
学生と労働者の運動

トヨタでの新しい労働組合運動：非正規労働者や
管理職、下請労働者や外国人労働者を含んだ関
連企業横断的労働組合

個人加盟ユニオン



世界から
日本の労働基準をみる

今週のテーマ

終わり



今週の元気な企業と人

マイン（愛知県刈谷市） SQUET 2008-05



ビデオ鑑賞

ガイアの夜明け

絶望職場に光を！
～働くものに明日はあるか・第２章

テレビ東京：２００８年５月６日放送
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３分
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